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高齢者虐待防止について 

（平成 28 年度厚生労働省「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」） 

 

（１）高齢者虐待の発生件数等 
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（２）高齢者虐待の発生要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高齢者虐待防止に向けて 

  ① 職員への高齢者虐待等に関する定期的な研修の実施 

 ② 勤務体制の見直しやメンタルヘルスに配慮した職員面談等の実施 

 ③ 事故発生の場合の迅速な要因分析と改善策の検討及び再発防止に向けた職員

への周知徹底 

 ④ 職員間の注意喚起、上司への相談、市町への通報等が速やかに行える職場風

土の醸成 

  

（４）高齢者虐待の種類（高齢者虐待防止法による分類） 

 ① 身体的虐待        身体に外傷を生じさせる暴行等 

 ② 介護・世話の放棄・放任  著しい減食、長時間の放置等 

 ③ 心理的虐待        著しい暴言、拒否的な対応等 

 ④ 性的虐待         わいせつな行為等 

 ⑤ 経済的虐待        利用者の財産の不当な処分等 

 ※ 身体拘束は虐待にあたる（緊急やむを得ない場合を除く）。 
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